
再 々 評 価 個 表 

事 業 名 総合流域防災事業 事業主体 松山市 

施設･工区名等 (準)傍示
ぼ う じ

川
がわ

 事業箇所 松山市市坪
いちつぼ

 

事業主旨 

 

準用河川傍示川の現況河川断面は極めて狭く、梅雨前線豪雨や台風に

より、近年においても浸水被害が発生している。 

このため、本事業では河積拡大や河川横断構造物の改築を行い、浸水

被害の低減を図り、住民生活及び生産活動の安定を図るものである。 

 

再評価の 

実施理由 
「再々評価実施後５年が経過して継続中」の交付金事業 

 

１．流域の概要 

 

傍示
ぼ う じ

川
がわ

は、（一）石手川と（一）重信川に囲まれた松山市街地南部の地域を流下し、松山

市市坪西町で（一）重信川に合流する流路延長４．１６km、流域面積３．５８km2 の河川

である。 

傍示川の流域は、公園施設の区間を除き、殆どの区間が住宅地の地帯であり、堀込河道

の河川形式で、河道の流下能力不足が重なり、家屋や農地に浸水被害が発生している。 

 

 

２．事業概要及び事業経緯 

事業採択 昭和６１年 完成予定 平成２７年 

用地着手 昭和６１年 工事着手 平成２年 

全体事業費 ２，４９２百万円(うち用地費：７５９百万円) 

(1)事業概要 
全体計画１，９５５ｍ、護岸工１２，１７０m2、掘削４９，１００m3、

水路工１式、擁壁工１式、道路橋６橋、堰２基 

(2)事業経緯 
昭和６１年 事業採択 

平成 ２年 工事着手 
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３．事業の必要性及び整備効果等 

(１)事業の必要性  

事業区間の流域では、平地で河積が狭く、家屋や農地の浸水被害が度々発生しているこ

とから、河積の拡大や横断工作物の改築を行うことにより、浸水被害軽減を図る必要があ

る。 

(２)事業の整備効果  

 

傍示川においては、河川改修を年超過確率１/５（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発

生する確率が 1/5（20％）である）の洪水を安全に流下させる計画で進めており、これにより

家屋５３戸、農家５戸、事業所５事業所、農地０．７haの浸水被害の軽減を図ることがで

きる。 

(３)事業を巡る社会経済情勢等の変化  

 

（地域の協力体制） 

周辺住民及び利水関係者は事業に協力的であり、用地買収については、地元地権者と市

による調整が行われ、円滑に事業が進捗している。 

 

（地域の事業に対する社会的評価） 

事業の進捗に伴い、浸水被害は軽減されており、地元の事業に対する評価は高い。 

 

 

４．事業の進捗状況及び進捗の見込み 

(うち用地費) 

Ｈ２４末投資事業費 

( ７５９百万円)

２，３２９百万円 

[進捗率：１００．０％](事業費換算)

[進捗率：９３．５％](事業費換算)

(１)事業の進捗状況  

平成２４年度末において、事業進捗率で９３．５％、用地買収については１００．０％

の進捗率となっている。また、整備済延長は１．７５kmであり、特に問題もなく整備が図

られており、今後とも順調な事業の進捗が見込まれる。 

(２)これまでの整備効果  

下流より１，７４５ｍの整備が完了しており、河積の拡大により浸水被害が軽減されて

いる。 

(３)今後の事業進捗の見込み  

地元の協力体制も整っており、今後とも順調な事業進捗が見込まれ、平成２７年度事業

完了に向けて事業の進捗を図る。 
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５．事業の投資効果（費用対効果分析） 

（１）費用便益比 

Ｃ：総費用＝４，３８３百万円 

   ・建設費   ４，１３６百万円 

    ・維持管理費   ２４７百万円 

     

Ｂ：総便益＝４，５１８百万円 

・ 一般資産被害（家屋、家庭用品、事業所、農漁家）及び農作物被害 

・ 公共土木施設等被害 

・ 間接被害（営業停止損失、家庭・事業所の応急対策費用） 

・ 想定氾濫区域内の資産 

・ 残存価値 

家  屋  ５３戸     農  家  ５戸 

事業所数   ５事業所   農  地  ０．７ha 

       （製造業・小売業・サービス業等） 

 

 Ｂ／Ｃ＝４，５１８／４，３８３＝１．０３ 

 

６．コスト縮減や代替案立案等の可能性 

本河川の護岸形式について、経済比較を行い、施工性も良く、経済的に優れ、周辺の景観に

配慮した環境保全型ブロックを採用しコスト縮減を図った。また、県道より上流区間については、

用地買収が生じない計画とし、検討の結果、コンクリート矢板及び鋼矢板護岸を採用しコスト縮減

を図った。 

 

 

７．そ の 他 

工事の施工にあたっては、自然環境及び河川利用の実態の把握に努め、治水面及び利水

面との調和を図る。 

８．対応方針（素案） 

本事業を『継続』としたい。 

 


